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　今年行われる「診療報酬」と「介護保険」の同時改定を踏まえて、透析患者の「生
命と暮らし」を守るために活動してきた愛腎協もこれまで以上に「安心で安全な透
析医療」が継続されるように病院長やスタッフの皆様から現場の意見を聞くことに
より患者の現状を知り、患者会から行政に要望できる内容や社会貢献できる活動の
助言を頂くために病院訪問を開始しました。
■昨年末及び今年訪問した病院・透析施設
①大雄会第 1 病院（吉矢富美子事務長）、②藤田保健衛生大学病院（湯澤由紀夫院長）
③医療法人偕行会（川原弘久会長）、④刈谷豊田総合病院東分院、⑤岡崎メイツ腎・
睡眠クリニック、⑥増子クリニック昴（山崎親男院長）、⑦医療法人葵（筒井修一理
事長）、⑧医療法人光寿会（多和田寿枝理事長）

　平成 30 年 1 月 27 日㊏ 14 時 15 分から公明党愛知県本部 4F 会議室で、団体懇談
会を行いました。
■要望項目及び回答

（１）医療療養型病床の存続をお願いします。
【回答】地域医療構想に基づき、今のところ継
続延長である。

（２）重症化予防のための「腎リハビリテーショ
ン施術」に伴う診療報酬加算を実現してくだ
さい。

【回答】是非、中医協※（ちゅういきょう＝中央社会保険医療協議会）に患者会として、
「腎臓リハビリテーション」を推進している東北医科大学上月教授や伊藤教授と協力
して安全性のエビデンスのデータを添付して要望して頂きたい。
※中央社会保険医療協議会（ちゅうおうしゃかいほけんいりょうきょうぎかい、Central Social Insurance 
Medical Council）とは、日本の健康保険制度や診療報酬の改定などについて審議する厚生労働相の諮問機関。

（３）遠隔診療システムを利用した在宅透析の拡大をお願いします。
【回答】まずは在宅透析自身があんまり進んでないようである。遠隔診療システムが
有効性・関係性において今のところ慎重である。

（４）腹膜透析がケアハウスや住宅型有料老人ホーム等の施設で出来るようにしてい
ただきたい。

【回答】医療機関の開設に期待する。
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（５）医療型特別養護老人施設の充実をお願いしたい。
【回答】西区に医療型介護施設ができたが、現状は看護婦が夜 1 人で、むずかしいよ
うである。

（６） 医療費抑制のための助成に※「普通調整交付金」が利用されないようにお願い
します。

【回答】大丈夫です。
※調整交付金は、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで給付費の５％相当分を交付するもの
であり、具体的には、「高齢者中の後期高齢者の割合」と「高齢者の所得状況の格差」を調整する「普通調整交付金」
と、災害等の特別な事情を勘案する「特別調整交付金」がある。

（７） 患者の送迎のための支援をお願いします。
【回答】平成 29 年 12 月 25 日の中日新聞に相乗りタクシーの実証実験の記事があり、
つばめ自動車の天野社長が透析患者についても言及しており、愛腎協も協力してい
る相乗りタクシーの実証実験に期待する。是非実証実験ついて国土交通省にも報告
していきたい。

事務局からのお知らせ

　下記の期間に透析導入をされた方々が表彰対象です。愛腎協事務局から代議員を通じて

確認させて頂きますが、会員の皆様には今一度お手元の会員証の透析導入年月日を確認し

て頂き、代議員に申告して頂きますよう、ご協力よろしくお願い致します。
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◎ 2 月 6 日㊋：2 月度業務執行部会議
◎ 2 月 11 日㊐：尾張本部第 1 支部講演会
◎ 2 月 17、18 日㊏、㊐：第 85 回東海ブロック会議（静岡：掛川グランドホテル）
◎ 2 月 25 日㊐：女性部会議（名古屋市市政資料館 2F 会議室）
◎ 2 月 25 日㊐：第 3 回理事会、本部長会議（名古屋市市政資料館第３集会室）
◎ 3 月 11 日㊐：臨時理事会（愛知県白壁庁舎 5F 会議室）
◎ 3 月 11 日㊐：広報委員会、災害委員会（愛知県白壁庁舎 5F 会議室）

★ 1 月 14 日㊐：尾張本部第 1 支部会議★ 1 月 16 日㊋：1 月度業務執行部会議
★ 1 月 21 日㊐：豊橋市腎友会会議　★ 1 月 28 日㊐：名古屋支部会議
★ 2 月 4 日㊐：青年部会議

【平成30年度長期透析表彰について】

■20年表彰（期間：1997 年 4 月 1 日～ 1998 年 3 月 31 日）

■30年表彰（期間：1987 年 4 月 1 日～ 1988 年 3 月 31 日）

■35年表彰（期間：1982 年 4 月 1 日～ 1983 年 3 月 31 日）

■40年表彰（期間：1977 年 4 月 1 日～ 1978 年 3 月 31 日）


